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重度障害者タクシー利用券の制度変更について 

健康福祉局障害福祉部障害企画課 

名古屋市から障害者団体連絡会に示された制度変更の内容についてお知らせし致します 

１．趣旨 

   重度障害者タクシー利用券について、一乗車あたり複数枚利用を可能とする等の制

度変更を実施するもの 

２．適用時期 

   令和６年４月１日から 

３．変更内容 

 （１） 一枚当たりの助成金額及び交付枚数の変更（別記参照） 

 （２） 複数枚利用の開始 

     一乗車につき利用券一枚のみ使用可能であったところ、一乗車につき、下記枚 

数まで利用可能とする。 

      ① 福 祉 券：一乗車あたり１０枚（５,０００円分）まで 

      ② リフト券：一乗車あたり５枚（１０,０００円分）まで 

 （３） その他 

      ・ 利用券のサイズ変更 

      ・ 記載内容の変更 

      ・ 福祉券（透析）の分冊（一人あたり１００枚×２冊交付） 

 ４．今後のスケジュール（案）  

時  期 内  容 

令和６年２月下旬～３月上旬頃 令和６年度更新案内及び制度変更案内を送付 

３月１５日（金） 更新手続き開始 

４月 １日（月）～ 令和６年度タクシー利用券の通行開始 

令 6 年 2 月 9 日（金） 
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名古屋市精神障害者家族会連合会 
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別記 

重度障害者タクシー利用券の助成額及び交付枚数の変更について 

タクシー 

利用券の 

種  類 

令和５年度 令和６年度以降 

１枚あ 

たりの 

助成金額 

年間 

交付 

枚数 

年間 

助成金額 

１枚あ 

たりの 

助成金額 

年間 

交付 

枚数 

年間 

助成金額 

① 福祉券 ８３０円 ９６枚 ７９,６８０円 ５００円 １６０枚 ８０,０００円 

② 福祉券 

（透析） 
８３０円 １２０枚 ９,９６００円 ５００円 ２００枚 １００,０００円 

③ リフト券 ２,５００円 ９６枚 ２４０,０００円 ２,０００円 １２０枚 ２４０,０００円 

④ リフト券 

（透析） 
２,５００円 １２０枚 ３００,０００円 ２,０００円 １５０枚 ３００,０００円 

＜参考＞ 交付対象者 

① 身体障害者手帳１・２級、愛護手帳１・２度、身障手帳３級かつ愛護手帳３

度、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれか該当者 

② ①の対象者のうち、腎臓機能障害により人工透析のため週３回以上通院して

いる方 

③ 身体障害者手帳１・２級かつ車いす等利用者 

④ ③の対象者のうち、腎臓機能障害により人工透析のため週３回以上通院して

いる方 

 

❖  精神障害者は、精神疾患の内容や症状によって 

地下鉄や市バス等の公共交通機関が利用できない方 

がいます。（パニック症状や広場恐怖症など） 

❖ 名家連は、名古屋市への要望書や障害福祉に関 

する協議会や審議会等において、精神の特性を理解 

し、対象を重度（手帳１級所持者）に限定しないで、 

必要な人が必要なサービスがを受けられる制度に改 

定するよう要望しています。 


